
（お知らせ） 
令和５年１０月１９日 
防 衛 省 

 
 
 

日米合同委員会合意について 
 
 
日米合同委員会において、ＦＡＣ３０９９横須賀海軍施設に建設した施設の

提供についてほか３件について合意しましたのでお知らせします。 

なお、合意概要については別添のとおりです。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



日米合同委員会合意事案概要

件 名 ＦＡＣ３０９９横須賀海軍施設に建設した施設の提供について
承 認 年 月 日 令和５年１０月１９日
施設・区域名称 ＦＡＣ３０９９横須賀海軍施設
合意対象所在地 神奈川県横須賀市
合意対象面積等 土 地： －

水 域 等： －
建 物：２棟 約１８０㎡
工 作 物： －
附帯施設：水道等

【事案内容】
本件は、日米間で既に実施することを合意した提供施設整備工事に関して、今般

下記施設の整備が完了したことにより、合衆国政府に提供することについて、日米
合同委員会の承認を得たものである。

記

建 物：蒸気ヘッダー棟 2棟 約180㎡
附帯施設：水道、下水、照明装置、通風装置、通信装置、電話線路、電力線路、

気送管路、諸作業装置、雑工作物

蒸気ヘッダー棟



 
 日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名 日向灘掃海訓練海面の限定使用について  
承 認 年 月 日 令和５年１０月１９日 
施設・区域名称  －  
合意対象所在地 日向灘（宮崎県川南町沖） 
合意対象面積等 土 地： － 

 水 域 等：約３４０㎢（空域を含む。） 
 建 物： －  
 工 作 物： － 
 附 帯 施 設： －  

【事案内容】  
本件は、海上自衛隊が設定する「日向灘掃海訓練海面」において、日米共同訓練

を実施するため、同海面を地位協定第２条４（ｂ）に基づき、以下の期間中共同使
用することについて、日米合同委員会の承認を得たものである。 

 
記 

 
水域：約 340 ㎢（空域を含む。）  

  ※使用期間：令和 5 年 11 月 17 日から同月 27 日まで  
 

 

 

日向灘掃海訓練海面  



 
 
 
 

日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名 ＦＡＣ６００９キャンプ・シュワブの施設の整備に係る事業の実施に

ついて  
承 認 年 月 日 令和５年１０月１９日  
施設・区域名称 ＦＡＣ６００９キャンプ・シュワブ  
合意対象所在地 沖縄県名護市 

合意対象面積等 土 地： － 

 水 域 等： － 

 建 物： －  
 工 作 物：運動施設一式  
 附 帯 施 設：観覧席等、その他  

【事案内容】  
□□本件は、平成１８年５月の「再編の実施のための日米ロードマップ」に盛り込ま

れたキャンプ・シュワブの施設及び隣接する水域の再編成などに伴い整備が必要と
なる施設として、下記施設の整備を実施することについて、日米合同委員会の承認
を得たものである。 

 

記  
 

 実施項目 形式／構造  規模  
ソフトボール場 

バスケットボールコート 

バレーボールコート 

多目的野外フィールド 

 

附帯施設 

 観覧席等 

 その他 

 

 

 

 

 

 

ＲＣ造平屋建 

2 面 

1 面 

1 面 

1 面 

 

 

22 棟 約 780 ㎡ 

一式（ユーティリティ等） 

 
  解体工事 一式  

  
 

 



 
 日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名 ＦＡＣ１０７０釧路駐屯地の建物の返還及び代替施設の提

供について 
承 認 年 月 日 令和５年１０月１９日 
施設・区域名称 ＦＡＣ１０７０釧路駐屯地 
合意対象所在地 北海道釧路郡釧路町 
合意対象面積等 土 地： － 

 水 域 等： －  

 
建 物：３棟 約１，５００㎡（返還）  
     ３棟の一部 約６６０㎡（提供） 

 工 作 物：   － 
 附 帯 施 設：   －  

【事案内容】 
本件は、日米地位協定第２条４（ｂ）の適用のある施設及び区域として提供

している標記施設の一部建物について、陸上自衛隊の施設整備計画の実施に伴
い、当該一部建物を返還するとともに、その代替の建物を提供することについ
て、日米合同委員会の承認を得たものである。 

 
記 

 
建 物：3 棟 約 1,500 ㎡（返還） 

3 棟の一部 約 660 ㎡（提供） 
 

 

 

 

 

返還を要請する建物：約 1,500 ㎡  

提供される建物：約 660 ㎡ 


